許可申請の手続き
(1) 許可を受ける前の注意
ア．工事は許可が下りてからでないと着手できません。
　　イ．排水計画における雨水その他の地表水の端末処理については、排水流末水路の所有者又は管理者の使用承認を得て下さい。
　　ウ．建築基準法による位置指定申請は、別途申請して下さい。
その他、法令による許可、届出等を要する場合は必ずその手続きをして下さい。
　　エ．造成宅地内に公道、公共水路等の公共施設が含まれている場合は、この造成計画に同意する旨の道路管理者又は河川管理者の承認が必要です。
　(2) 提出書類及び提出図書
　　ア．申請に必要な書類
	№
	書類の種類
	概　　要
	様式

	1
	宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書（届出書）
	
	国

	2
	委任状
	代理人が申請手続きをする場合。
	

	3
	書類・図書の目次
	
	

	4
	公図の写し
	申請区域の境界線を赤で表示。
地番、地目、隣接地の土地所有者名。
公道は茶色、私道はこげ茶色、水路は青色で着色。
	

	5
	土地の登記簿謄本
	申請区域内と同意が必要な隣接地で必要。
	

	6
	設計資格を証する書類
	次の工事を設計する場合は施行令第22条に定める資格を有する者によらなければならない。
ア 高さが5ｍを超える擁壁の設置。
イ 切土又は盛土する土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置。
※必要書類
卒業証明書、様式実務経験証明書、資格証明書など
	参考

	7
	現況写真
	
	

	8
	申請者確認書類
	※必要書類
個人　氏名及び住所を証する書類
法人　登記事項証明書、役員の氏名及び住所を証する書類
	

	9
	申請者の資力・信用確認書類
	※必要書類
様式資金計画書、暴力団等に該当しないことの誓約書
個人　住民票の写し、納税証明書、残高証明又は
融資証明
法人　登記全部事項証明書、財務諸表、
様式事業経歴書、納税証明書、残高証明又は融資証明
	参考

	10
	権利者全ての同意を得たことを証する書類
	権利者が申請者のみの場合は不要。
※必要書類
公図の写し、土地登記事項証明書、権利者の同意を証する書類（様式同意証明書、様式地権者一覧表）
	参考

	11
	周辺住民への周知を行ったことを証する書類
	※必要書類
様式周知措置報告書、様式周知経過書、周知範囲が分かる地図、周知時住民に渡した資料一式。
	参考

	12
	施工者の能力を証する書類
	※必要書類
法人の登記証明書、様式事業経歴書、建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書、工事を指導・監督する技術者の経歴書、当該工事に係る契約書の写し
	参考

	13
	その他区長が必要とする書類
	擁壁設置同意書等。
	


　　
　　イ．申請に必要な図書
	№
	図面の種類
	標準縮尺
（参考）
	明示すべき事項
	備考

	1
	位置図
	1/2,500
	・方位、道路及び目標となる地物
・宅地の境界線（申請区域）

	・宅地の境界線は赤色で明示して下さい。
・市販の住宅地図の写しでも可。

	2
	現況図
（地形図）
	1/200
	・方位
・宅地の境界線（申請区域）
・宅地の区域内及び周辺の道路、河川、水路その他の公共施設の位置、形状及び状況
・既存敷地、家屋及び擁壁等の位置、高さ、種類
	・図面は実測によります。
・宅地の境界線は赤色で明示して下さい。

	3
	造成計画平面図
（土地の平面図）
	1/200
	・方位、道路及び目標となる地物
・宅地の境界線（申請区域）
・切土又は盛土する土地の部分
・崖、擁壁、のり面の位置、形状、高さ
・排水施設の位置、形状
・道路の中心線、幅員、測点勾配、延長及び交差点の計画高
・計画高、面積、公園その他の公共施設、面積、予定建築物の敷地の形状、土地利用区分、街区番号宅地番号
・その他構造物（地下車庫、階段、ドライエリア）位置形状
	・この図面は現況図との「重ね合わせ図」として下さい。
・宅地の境界線は赤色で明示して下さい。
・切土部分は黄色、盛土部分は赤色で着色して下さい。
・擁壁は展開図の照合符号を明示して下さい。
・断面図と照合できる記号を付すること。

	4
	造成計画断面図
（宅地の断面図）
	1/200
	・切土又は盛土をする前後
の地盤面
・宅地の境界線（申請区域）
・擁壁の位置、形状
・現況及び計画地盤高
	・切土部分は黄色、盛土部分は赤色で着色して下さい。
・主要部分及び高低差の著しい箇所について作成して下さい。
・断面は崖に対して直角にとること。

	5
	排水施設の平面図
	1/200
	・排水施設の位置、種類、材料、形状、内部寸法、勾配、流水方向
・排水管を既設の公共下水道に接続する場合はその位置、管径
・排水施設の構造図
	・河川、水路等の移動を伴う場合は新設改修計画関係図を添付して下さい。
・帰属する下水道施設は、黄緑で着色して下さい
・排水施設がない場合は不要。

	6
	崖の断面図
	1/50
	・崖、擁壁の位置、形状、
高さ、勾配
・土質及び地層の厚さ
・切土又は盛土をする前後
の地盤面
・のり面の保護方法
・排水施設の位置、形状
	※崖面を擁壁で覆わない等の場合に必要。

	7
	擁壁の断面図
	1/50
	・擁壁の種類、寸法、勾配
・縦壁配筋
・底版配筋
・裏込めｺﾝｸﾘｰﾄの寸法
・透水層の位置、材料、寸法
・水抜き穴の位置、材料、
寸法
・擁壁を設置する位置の地
盤面
・基礎地盤の土質及び基礎杭の位置、材料、寸法
・地耐力及び背面土質の種類
・鉄筋及びｺﾝｸﾘｰﾄの強度
・鉄筋定着、隅部補強等の標準図
	・宅地造成に関する工事の許可の審査基準の標準構造図による場合は複写でも可。



	8
	擁壁の展開図、
背面図
	1/200
	・擁壁の種類、高さ、タイプ及び延長
・基礎の形状及び根入深さ
・水抜き穴の位置、形状
・伸縮目地の位置
・隅部の補強の位置
	・造成計画平面図の照合符号を表示する。

	9
	求積図
	
	・宅地の面積
・画地の面積
・切土又は盛土する土地の面積及び土量
	・切土部分は黄色、
　盛土部分は赤色で着色してください。

	10
	構造計算書
	
	
	

	11
	土質調査報告書
	
	
	原則、擁壁を築造する箇所付近での土質調査の結果が必要。

	12
	安定計算書
	
	
	※長大法、崖面を擁壁で覆わない等の場合に必要。

	13
	その他の必要な　書類・図面
	
	盛土規制法調書（都細3）
	


　　ウ．提出部数
　　上記の順に一括して綴じたものをもって申請書1部とし、正本1部、副本1部の計2部と、現場案内図を2部提出してください。なお、副本につける書面は写しで結構です。
　　エ．土石の堆積に関する申請資料については東京都の盛土規制法に係る手引を参照。
提出先
　　　　　　　板橋区　都市整備部　都市計画課　開発計画係　盛土規制法担当
　　　　　　　住　　所：板橋区板橋2-66-1　（本庁舎北館5Ｆ）
　　　　　　　電話番号：03（3579）2557
　　　　　　　ＦＡＸ　：03（3579）5436
　　　　　　　E-mail  ：t-kaihatu@city.itabashi.tokyo.jp
・許可申請手数料
　　切土又は盛土をする土地の面積に応じて、次の表に掲げる金額とし、申請書提出の際に交付する納入通知書により納入してください。
	切土又は盛土をする土地の面積
	宅地造成等
	土石の堆積

	
	
	500㎡以内
	20,000円
	18,000円

	500㎡
	を超え
	1,000㎡以内
	34,000円
	28,000円

	1,000㎡
	を超え
	2,000㎡以内
	54,000円
	35,000円

	2,000㎡
	を超え
	5,000㎡以内
	89,000円
	54,000円

	5,000㎡
	を超え
	10,000㎡以内
	123,000円
	66,000円

	10,000㎡
	を超え
	20,000㎡以内
	201,000円
	121,000円

	20,000㎡
	を超え
	40,000㎡以内
	220,000円
	134,000円

	40,000㎡
	を超え
	70,000㎡以内
	275,000円
	163,000円

	70,000㎡
	を超え
	100,000㎡以内
	364,000円
	207,000円

	100,000㎡
	を超えるもの
	533,000円
	292,000円


許可申請手数料（令和6年7月31日）
3．2　許可後の手続きについて
(1) 工事着手届（区細則5）
　　　工事に着手するまでに、以下の書類を添付し、提出してください。
　　①工事工程表
　　②工事写真撮影計画書
　　③許可標識設置状況の写真（近景、遠景）
　　④緊急時における連絡先資料
(2) 変更許可申請書（規37）
工事の途中で造成区域の面積又は工事の計画（設計内容）を変更するときは、変更許可の申請が必要です。工事の変更があるようなときはあらかじめ担当の係員に相談してください。
(3) 変更届（軽微な変更）（区細則6、規38）
次に掲げる軽微な変更をした場合は、提出してください。
　　①工事主、設計者又は工事施行者の変更
　　②工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
　(4) 承継届（区細則7）
　　　許可を受けた工事の完了前に相続、合併その他の理由によりその許可を受けた者の地位を承継したとき（地位を承継したものが提出する）に提出してください。
(5) 取下げ届（区細則8）
　　　許可がおりる前に、許可申請を取下げようとする場合に提出してください。
　(6) 廃止届（区細則10）
　　　許可を受けた後に、宅地造成等に関する工事の廃止をするときに提出してください。
　　　廃止届を提出する際に許可通知書をあわせてお持ちください。
　  ※提出部数
　　 上記の(1)～(6)の書類は各々2部提出してください。
3．3 標識の表示（規87）
　　許可を受けた者は、様式による標識を工事着手前までにその工事現場内の見やすい場所（造成地出入口際等）に掲示してください。大規模な造成団地の場合は数箇所に掲示してください。
3．4 検査について
　(1) 特定工程における中間検査（法18、都条例4）
　　許可を受けた工事が特定工程を含む場合は、特定工程に係る工事を終えたときに、中間検査申請書を1部提出してください。検査に合格し中間検査合格証の交付を受けた後でなければ次の工程に進むことが出来ませんので十分ご注意ください。
    特定工程以外の工程についても、原則完了した際には中間検査によって現地確認を行います。
　(2) 中間検査について（区細則11）
　　中間検査が必要な工程や検査時の注意点については、許可通知の際に説明します。
　　また、検査に備えて、工事の進捗状況を記録するとともに、構造物の施工については各工程の状況及び構造物の形状・寸法を明らかにする写真（スケール、リボンロッド、ピンポール等を添えて寸法がわかるもの）、その他資料を作成し、検査の際に工事の全容、特に外部より検査の困難な基礎、裏込め、配筋等の施工状況が確認できるようにしてください。
　　その他工事中に区の係員が随時中間検査をし、種々の指示をすることがあります。
　(3) 工事写真の撮影
　　ア．施行前から完了までの各工程写真を完了時に提出すること。
　　　　（詳しい内容は工事着手届提出時に説明します。）
　　イ．工事写真撮影箇所図を完了写真に添付すること。
　(4) 工事完了の検査の申請（法17）
　　工事が完了したときは、工事完了検査申請書を1部提出してください。検査の結果、工事が法による技術基準に適合していれば検査済証を交付します。なお、検査を受けない宅地や検査に不合格となった宅地については、その宅地の使用を禁止し、制限等の処分を受けることがありますので、十分ご注意ください。

